[bookmark: _GoBack]別表（第１０条関係）
日中一時支援事業単価表
単位：円　
	障害程度区分
利用時間
	区分１
	区分２
	区分３
	重度心身障害児

	
	
	
	
	

	４時間未満
	１，２２０
	１，４７０
	１，８７０
	５，９７０

	４時間以上
８時間未満
	２，４４０
	２，９５０
	３，７６０
	１１，９５０

	８時間以上
	３，６６０
	４，４３０
	５，６３０
	１７，９２０

	送迎加算
	（１）障害支援区分に関わらず養護学校に通学している者で養護学校から事業実施場所まで区間の往路又は復路
	５５０

	
	（２）区分２及び区分３の者のうち公共交通機関で移動ができないなど、特に送迎の必要があると認められるもので、事業実施場所から自宅までの区間の往路又は復路のどちらか一方の区間
	２，２００



※　障害支援区分は障害者総合支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく、障害児における障害支援区分認定方法（５領域１１項目の調査）により決定された区分を適用する。また、重度心身障害児については療養介護対象者とする。

·  送迎加算（１）（２）が重複する場合は、高い方の金額で請求するものとする。
